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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線装置に取り付けられて、前記無線装置のコネクタが設けられた側面を少なくとも覆
う保護装置であって、
　被取付部に固定されるベース部と、
　前記ベース部に取り付けられるカバーと、
　を備え、
　前記ベース部は、
　　前記無線装置の底部が取り付けられる第１基部と、
　前記第１基部に連なって設けられ、前記コネクタが設けられた側面において、前記コネ
クタが設けられた部位と前記コネクタよりは前記被取付部側の配線スペースとを区画する
第２基部と、
　　区画された前記コネクタ側と前記配線スペース側とを連通する連通部と
　を備え、
　前記カバーは、前記ベース部に固定される固定部を備え、前記無線装置の前記コネクタ
が設けられた側面側において、前記コネクタと前記第２基部と前記連通部とを覆っている
、
　保護装置。
【請求項２】
　無線装置のコネクタが設けられた側面を少なくとも覆う保護装置であって、
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　前記無線装置のコネクタが設けられた側面を覆うカバーと、
　前記カバーを取り付けるための第２基部と、
　を備え、
　前記第２基部は、
　前記コネクタが設けられた側面において、前記コネクタが設けられた部位と前記コネク
タよりは被取付部側の配線スペースとを区画するとともに、
　　区画された前記コネクタ側と前記配線スペース側とを連通する連通部と、
　　前記無線装置を前記被取付部に固定するための第１基部または前記無線装置のいずれ
かに取り付けられる無線装置固定部と、
　を備え、
　前記カバーは、前記第２基部に固定される固定部を備え、前記無線装置の前記コネクタ
が設けられた側面側において、前記コネクタと前記第２基部と前記連通部とを覆っている
、
　保護装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の保護装置であって、
　前記第２基部は、前記第２基部の前記コネクタ側と反対側において前記配線スペースと
は反対側に立設され、前記カバーを前記第２基部に固定したとき、前記カバーの内側に接
する長さの第１立設部を有する、
　保護装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の保護装置であって、
　前記カバーは、内側に係合部を有し、
　前記第２基部は、前記第１立設部とは異なる位置において、前記配線スペースとは反対
側に立設され、前記カバーを前記固定部に固定する際に、前記係合部と係合する被係合部
を有する第２立設部を備える、
　保護装置。
【請求項５】
　請求項３、４のいずれかに記載の保護装置であって
　前記カバーは、前記固定部に固定されたとき、前記カバーの内側に接する前記第１立設
部の先端を挟み込む挟持部を備える、
　保護装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の保護装置であって
　前記固定部は、前記カバーの長手方向の中央部に設けられた錠であり、前記錠は、前記
錠に適合する鍵の操作によって、前記第２基部に設けられた部材に結合することで、前記
カバーを固定する、
　保護装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の保護装置であって、
　前記無線装置は、前記コネクタが設けられた側面に、固定用のネジ部を備え、
　前記第２基部は、前記ネジ部に対応する位置に無線装置固定部を有し、前記ネジ部に螺
合する取付用ネジと前記ネジ部のいずれか一方が前記無線装置固定部を貫通し、前記ネジ
部に螺合した取付用ネジにより、前記コネクタが設けられた側面に固定される、
　保護装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の保護装置であって、
　前記ネジ部は、前記無線装置の脱落防止ワイヤの取付用ネジ部である、
　保護装置。
【請求項９】
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　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の保護装置であって、
　前記無線装置は、前記コネクタが設けられた側面である第１側面と前記第１側面に接す
る少なくとも一つの側面である第２側面との連接部が、前記第１側面と前記第２側面とか
らの各接線より内側に凹んだ形状をしており、
　前記カバーは、前記無線装置の前記凹んだ形状に対応して突出した形状を備える、
　保護装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の保護装置であって、
　前記カバーは、前記コネクタが設けられた側面の幅より広い幅を有し、前記カバーの幅
方向端部は、前記無線装置側に突出した突出部を形成し、前記カバーを前記第２基部に固
定したとき、前記突出部が、前記コネクタが設けられた側面の面に沿った方向の動きを規
制する、
　保護装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の保護装置であって、
　前記第２基部は、前記配線スペース側に突出する凸部を備える、
　保護装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の保護装置であって、
　前記第２基部は、前記無線装置の前記コネクタに対応する位置において、前記配線スペ
ース側に凹む凹部を有する、
　保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線装置に取り付けられる保護装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線装置としては、例えば、特許文献１に記載の無線ＬＡＮに用いられる無線装置が知
られている。一般に、これらの無線装置は、無線接続を安定にするために、子機から見通
しの良い位置に配置される。無線装置は、近年、商業施設、公共交通機関、公共施設等に
設置され、公衆無線ＬＡＮ用の無線装置として利用されている。公衆無線ＬＡＮ用の無線
装置は、いたずら防止のために、例えば、非特許文献に記載のような保護装置が設けられ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６４８０８号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】http://buffalo.jp/product/wireless-lan/pro-option/wle-op-ss/
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、保護装置を設けると、配線の自由度を制限してしまう。また、非特許文献に記
載の保護装置では、無線装置のコネクタ部分を容易かつ確実に覆うことができるが、配線
の取り回しや始末を含めた保護を実現するためにさらなる改善が求められるに至った。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題の少なくとも一つを達成するために、本発明は、以下の形態として実施す
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ることができる。
【０００７】
（１）本発明の一形態によれば、無線装置に取り付けられて、前記無線装置のコネクタが
設けられた側面を少なくとも覆う保護装置が提供される。この保護装置は、被取付部に固
定されるベース部と、前記ベース部に取り付けられるカバーと、を備える。前記ベース部
は、前記無線装置の底部が取り付けられる第１基部と、前記第１基部に連なって設けられ
、前記コネクタが設けられた側面において、前記コネクタが設けられた部位と前記コネク
タよりは前記被取付部側の配線スペースとを区画する第２基部と、前記区画された前記コ
ネクタ側と前記配線スペース側とを連通する連通部とを備える。前記カバーは、前記無線
装置の前記コネクタが設けられた側面において、前記コネクタと前記第２基部と前記連通
部とを覆い、前記ベース部に固定される固定部を備える。
　この形態によれば、カバーを外さないと、ケーブルにアクセスできないので、いたずら
が防止し易い。配線スペースのケーブルは、カバーで覆われて隠されて外部より視認し難
いので、ケーブルの取り回し（「始末」、「仕舞い」とも呼ぶ。）をすっきりできる。ま
た、外部から配線スペースにケーブルを覆う配線カバー（「配線モール」、「配線ダクト
」とも呼ぶ。）を配設することが可能となり、ケーブルの取り回しをさらにすっきりでき
る。
【０００８】
（２）本発明の一形態によれば、無線装置に取り付けられて、前記無線装置のコネクタが
設けられた側面を少なくとも覆う保護装置が提供される。この保護装置は、前記無線装置
のコネクタが設けられた側面を覆うカバーと、前記カバーを取り付けるためのベース部と
、
　を備える。前記ベース部は、前記無線装置を被取付部に固定するための部材または前記
無線装置のいずれかに取り付けられる第１基部と、前記第１基部に連なって設けられ、前
記コネクタが設けられた側面において、前記コネクタが設けられた部位と前記コネクタよ
りは前記被取付部側の配線スペースとを区画する第２基部と、前記区画された前記コネク
タ側と前記配線スペース側とを連通する連通部とを備える。前記カバーは、前記無線装置
の前記コネクタが設けられた側面において、前記コネクタと前記第２基部と前記連通部と
を覆い、前記ベース部に固定される固定部を備える。
　この形態によれば、カバーを外さないと、ケーブルにアクセスできないので、いたずら
が防止し易い。配線スペースのケーブルは、カバーで覆われて隠されて外部より視認し難
いので、ケーブルの取り回しをすっきりできる。また、外部から配線スペースにケーブル
を覆う配線カバー（「配線モール」、「配線ダクト」とも呼ぶ。）を配設することが可能
となり、ケーブルの取り回しをさらにすっきりできる。
【０００９】
（３）上記形態において、前記ベース部は、前記第２基部の前記コネクタ側と反対側にお
いて前記配線スペースとは反対側に立設され、前記カバーを前記ベース部に固定したとき
、前記カバーの内側に接する長さの第１立設部を有してもよい。
　この形態によれば、第１立設部により、第１立設部の方向（垂直方向）の力に対抗でき
る。
【００１０】
（４）上記形態において、前記カバーは、内側に係合部を有し、前記ベース部は、前記第
１立設部とは異なる位置において、前記配線スペースとは反対側に立設され、前記カバー
を前記固定部に固定する際に、前記カバーの内側の係合部と係合する被係合部を有する第
２立設部を備えてもよい。
　この形態によれば、第２立設部の被係合部により、カバーの係合部を契合してカバーを
固定できる。また、垂直方向の力に対抗できる。
【００１１】
（５）上記形態において、前記カバーは、前記固定部に固定されたとき、前記カバーの前
記内側に接する前記第１立設部の先端を挟み込む挟持部を備えてもよい。
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　この形態によれば、挟持部で第１立設部の先端を挟み込むので、無線装置からカバーに
向かう水平方向の力に対応できる。
【００１２】
（６）上記形態において、前記固定部は、前記カバーの長手方向の中央部に設けられた錠
であり、前記錠は、前記錠に適合する鍵の操作によって、前記ベース部に設けられた部材
に結合することで、前記カバーを固定してもよい。
　この形態によれば、錠とを備えることで、錠に適合する鍵が無ければ、カバーを外せな
くできる。
【００１３】
（７）上記形態において、前記無線装置は、前記コネクタが設けられた側面に、固定用の
ネジ部を備え、前記ベース部は、前記ネジ部に対応する位置に無線装置固定部を有し、前
記ネジ部に螺合する取付用ネジと前記ネジ部のいずれか一方が前記無線装置固定部を貫通
し、前記ネジ部に螺合した取付用ネジにより、前記側面に固定されてもよい。
　この形態によれば、無線装置がベース部の無線装置固定部に固定されるので、例えば、
地震が発生したときに無線装置が落下することを抑制できる。また、カバーを外さなけれ
ば、無線装置をベース部から外すことができないので、無線装置を盗まれ難くできる。
【００１４】
（８）上記形態において、前記固定用のネジ部は、前記無線装置の脱落防止ワイヤの取付
用ネジ部であってもよい。
　この形態によれば、脱落防止ワイヤの取付用ネジ部と、固定用のネジ部を共用できる。
脱落防止ワイヤにより、落下防止をさらに効果的にできる。
【００１５】
（９）上記形態において、前記無線装置は、前記コネクタが設けられた側面と当該側面に
接する少なくとも一つの側面との連接部が、前記二つの側面からの各接線より内側に凹ん
だ形状をしており、前記カバーは、前記無線装置の前記凹んだ形状に対応して突出した形
状を備えてもよい。
　この形態によれば、コネクタが設けられた側面に沿った方向にカバーが移動されようと
しても、無線装置の凹んだ形状と、カバー側面の突出した形状により、この側面に沿った
方向の移動が抑制される。
【００１６】
（１０）上記形態において、前記カバーは、前記コネクタが設けられた側面の幅より広い
幅を有し、前記カバーの幅方向端部は、前記無線装置側に突出した突出部を形成し、前記
カバーを前記ベース部に固定したとき、前記突出部が、前記コネクタが設けられた側面の
面に沿った方向の動きを規制してもよい。
　カバーの幅方向端部が無線装置側に突出した突出部を形成しているので、カバーのネク
タが設けられた側面の面に沿った方向の動きを規制できる。
【００１７】
（１１）上記形態において、前記第２基部は、前記配線スペース側に突出する凸部を備え
てもよい。
　この形態によれば、凸部により、第２基部が、垂直方向の押圧により傾かないようにで
き、確実に配線スペースを形成できる。
【００１８】
（１２）上記形態において、前記第２基部は、前記無線装置の前記コネクタに対応する位
置において、前記配線スペース側に凹む凹部を有してもよい。
　無線装置のコネクタに接続される配線（ＬＡＮケーブル）では、一般に、ＲＪ－４５コ
ネクタが使われる。ＲＪ－４５コネクタはロック解除ツメを有する。この形態によれば、
第２基部は、配線スペース側に凹む凹部を有するので、ＲＪ－４５コネクタのロック解除
ツメを第２基部側に位置するように構成できる。そのため、カバーと無線機器との隙間か
ら細い針金を差し込んでＲＪ－４５コネクタのツメを押してＲＪ－４５コネクタを無線機
器のコネクタから外すことを抑制できる。
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【００１９】
　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、無線装置の保護装
置の他、無線装置の保護方法、保護装置を有する無線装置等の形態で実現することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】無線装置と保護装置の上面図である。
【図２】無線装置と保護装置を無線装置のアンテナ端子側から見た側面図である。
【図３】無線装置の背面図である。
【図４】無線装置の底面図である。
【図５】ベース部の斜視図である。
【図６】ベース部の底面図である。
【図７】ベース部の背面図である。
【図８】カバーの斜視図である。
【図９】カバーの底面図である。
【図１０】カバーの正面図である。
【図１１】カバーの挟持部を通るｘｚ断面の一部を示す説明図である。
【図１２】ベース部に無線装置を取り付けた状態を示す説明図である。
【図１３】ＬＡＮケーブルのＬＡＮコネクタを無線装置のＬＡＮコネクタに接続した状態
を示すｚ＋方向から見た概略図である。
【図１４】図１３の１４－１４断面を模式的に示す説明図である。
【図１５】無線装置とベース部にカバーを取り付ける様子を示す説明図である。
【図１６】カバーを取り付けたときの状態を透過して示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［全体の構成］
　図１は、無線装置１０と保護装置２０の上面図である。図２は、無線装置１０と保護装
置２０を無線装置のアンテナ端子側から見た側面図（左側面図）である。本実施形態では
、便宜上、ｘのプラス方向（「ｘ＋方向」と略す、他の方向、マイナス方向についても同
様に略す。）から見た図を正面図、ｘ－方向から見た図を背面図、ｙ＋方向から見た図を
右側面図、ｙ－方向から見た図を左側面図、ｚ＋方向から見た図を上面図、ｚ－方向から
見た図を底面図と呼ぶ。なお、各図には、方向を示すｘ，ｙ，ｚの矢印を適宜図示した。
【００２２】
　無線装置１０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして使用される機器である。本実施
形態では、無線装置１０は、略直方体形状を有しており、正面１００ｆｔ、背面１００ｂ
ｋ、右側面１００ｒｓ、左側面１００ｌｓ、上面１００ｔｐ、底面１００ｂｔを有する。
正面１００ｆｔと背面１００ｂｋは、「側面」と呼ぶ場合もある。無線装置１０は、左側
面１００ｌｓにアンテナ端子１８０を備え、背面１００ｂｋに各種コネクタ（図３参照）
を備える。コネクタを含む無線装置１０の詳細については、後述する。
【００２３】
　保護装置２０は、ベース部２００と、カバー３００とを備える。ベース部２００は、無
線装置１０を固定すると共に、カバー３００を取り付けるための部材である。ベース部２
００は、被取付部５０に固定されている。被取付部５０は、ベース部２００が固定できる
ものであれば、特に限定されない。被取付部５０としては、例えば、壁や天井、柱、台な
どが利用可能である。無線装置１０は、底面１００ｂｔに設けられた係合部１９０を有し
、ベース部２００の係合部２１５に係合することで、ベース部２００に無線装置１０が取
り付けられ、固定される。この固定の手法も含めて、ベース部２００の詳細な構成につい
ては、後述する。
【００２４】
　カバー３００は、略直方体形状を有し、無線装置１０のコネクタのある背面１００ｂｋ
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を覆うように取り付けられている。カバー３００は、固定部である錠３６７によりベース
部２００に固定されている。図２からわかるように、カバー３００は、被取付部５０から
離間しており、カバー３００と被取付部５０との間には、配線スペース４００が形成され
ている。そのため、配線スペース４００のケーブルは、カバー３００によって、外部から
（特にｚ＋方向から）見えない状態となる。従って、ケーブル（例えばＬＡＮケーブルや
電源ケーブル）の取り回しを整理してすっきりすることができる。また。本実施形態では
、配線スペース４００には、外部からのケーブルが配線カバー４０に隠されて配線されて
いる。配線カバー４０があると、配線カバー４０によってケーブルが隠されるので、ケー
ブルの取り回しをさらにすっきりできる。なお、配線カバー４０は、無くても良い。
【００２５】
　本実施形態では、無線装置１０の正面１００ｆｔ、背面１００ｂｋ、右側面１００ｒｓ
、左側面１００ｌｓには、横ストライプのデザインが施されており、カバー３００の背面
３００ｂｋ、右側面３００ｒｓ、左側面３００ｌｓにも同様の横ストライプのデザインが
施されている。すなわち、無線装置１０とカバー３００は、統一されたデザインを有して
いる。そのため、無線装置１０にカバー３００を取り付けても、デザイン上の統一感が損
なわれない。なお、統一されたデザインであれば、横ストライプ以外のデザインであって
もよい。
【００２６】
　無線装置１０をｚ＋方向から見ると、４つの角が丸められている。カバー３００の両側
面３００ｒｓ、３００ｌｓは、丸められた角に嵌合するように、無線装置１０の方に突出
している。その結果、無線装置１０とカバー３００との間に隙間が生じないようになって
いる。また、カバー３００の両側面３００ｒｓ、３００ｌｓの無線装置１０と反対側は、
無線装置１０と同様に、角が丸められている。これにより、保護装置２０を取り付けたと
きと、取り付けないときで、ほぼ同一のデザインとし、デザイン上の統一感を実現してい
る。
【００２７】
［無線装置１０の構成］
　図３は、無線装置１０の背面図である。図４は、無線装置１０の底面図である。無線装
置１０の背面１００ｂｋには、ＬＡＮコネクタ１１０，メンテナンスコネクタ１２０，コ
ンソールコネクタ１３０，ＵＳＢコネクタ１４０，電源コネクタ１５０と、電源スイッチ
１６０と、ネジ穴１７０と、が設けられている。ＬＡＮコネクタ１１０は、ＬＡＮケーブ
ルを接続するためのコネクタである。本実施形態では、ＬＡＮコネクタ１１０として、Ｒ
Ｊ－４５仕様の雌型コネクタが用いられている。ＲＪ－４５仕様の雄型コネクタは、ロッ
ク解除ツメを有しているが、本実施形態では、このロック解除ツメが、底面１００ｂｔ側
に位置するように、ＬＡＮコネクタ１１０の向きが設定されている。
【００２８】
　メンテナンスコネクタ１２０は、メンテナンス装置を接続するためのコネクタであり、
例えば、無線装置１０のメンテナンス時に使用される。コンソールコネクタ１３０は、無
線装置１０の動作状態をモニタする外部モニタ装置に繋がるケーブルを接続するためのコ
ネクタである。ＵＳＢコネクタ１４０には、ＵＳＢメモリが接続される。ＵＳＢメモリに
は、例えば無線装置１０の設定内容や、動作状況のログが格納される。ネジ穴１７０（雌
ネジ）は、背面１００ｂｋの長手方向のほぼ中央部に設けられている。ネジ穴１７０は、
ベース部２００に無線装置１０を取りつけて固定するための取付用ネジが挿入される。ま
た、脱落防止ワイヤの一端を被取付部５０に固定し、脱落防止ワイヤの他端に脱落防止ネ
ジを設け、脱落防止ネジをネジ穴１７０に挿入することで、地震等による無線装置１０の
ベース部２００からの脱落を抑制してもよい。なお、取付用ネジと脱落防止ネジは、共用
可能である。脱落防止ワイヤは、後述する連通部から外部に引き出される。
【００２９】
　無線装置１０の底面１００ｂｔには、ベース部２００と係合するための係合部１９０が
設けられている。係合部１９０は、係合部１９０のｙ＋方向に設けられた脚部が底面と連
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結する構造となっており、底面１００ｂｔよりｚ－方向に所定の距離だけ離間している。
無線装置１０を、ベース部２００に配置し、ｙ＋方向からｙ－方向に移動させると、係合
部１９０が、ベース部２００の係合部（後述する係合部２１５）に係合して、無線装置１
０がベース部２００に固定される。
【００３０】
［ベース部２００の構成］
　図５は、ベース部２００の斜視図である。図６は、ベース部２００の底面図（ｚ－方向
から見た図）である。図７は、ベース部２００の背面図（ｘ－方向から見た図）である。
ベース部２００は、例えば、金属で形成されている。ベース部２００は、強化プラスチッ
ク等の他の材料で形成されていてもよい。ベース部２００は、第１基部２１０と、第２基
部２５０と、連結部２４０とを備える。第１基部２１０と、第２基部２５０と、連結部２
４０とは、一体の部材でもよく、別部材でもよい。第１基部２１０は、ｘｙ平面とほぼ平
行な板部分であり、被取付部５０に固定されると共に無線装置１０を固定する部分である
。第２基部２５０は、第１基部２１０のｘ－方向、かつ、第１基部２１０よりも少しｚ＋
方向に設けられたｘｙ平面とほぼ平行な板部分であり、カバー３００が取り付けられる。
第２基部２５０と、被取付部５０（図２）との間が、上述した配線スペース４００となる
。なお、第２基部２５０のｚ方向の位置は、無線装置１０のコネクタのｚ方向の位置より
もｚ－方向側である。すなわち、第２部位２５０は、無線装置１０のコネクタ側の部位と
、配線スペース４００とを区画する。連結部２４０は、第１基部２１０と、第２基部２５
０とを連結する部材であり、ｙｚ平面と平行である。なお、第１基部２１０はｘｙ平面に
対して、第２基部２５０はｘｙ平面に対して、また、連結部２４０はｙｚ平面に対して、
それぞれ若干傾斜していても差し支えない。
【００３１】
　第１基部２１０は、係合部２１５と、ネジ穴２２０と、係合穴２２５と、凸部２３０と
、を備える。ネジ穴２２０は、ベース部２００を被取付部５０に取り付けるためのネジが
挿入される。ベース部２００は、ネジにより、被取付部５０に固定される。係合穴２２５
は、ｙ＋方向が略円形で、ｙ＋方向が細い溝状の開口を有している。係合穴２２５は、被
取付部５０が、壁や柱など、略垂直な場合に、被取付部５０へのベース部２００の取り付
けに使用できる。具体的には、略円形の部分の大きさよりは小さいが溝状の開口の幅より
大きい頭を有するネジを、壁や柱などの被取付部に予め設けておき、ネジの頭を係合穴２
２５の略円形部分に通し、ベース部２００をｙ－方向に移動させることで、ネジの軸を係
合穴２２５の溝状の開口の部分に位置させて、ベース部２００を固定する。なお、この場
合、ｙ－方向が、鉛直下方となる。ベース部２００を被取付部５０に固定する場合には、
ネジ穴２２０と係合穴２２５の両方を使用する必要は無い。こうして、被取付部５０にベ
ース部２００を固定した後で、ベース部２００に無線装置１０を取りつける。
【００３２】
　係合部２１５は、第１基部２１０の上に配置された無線装置１０の底面１００ｂｔの係
合部１９０と対応した位置に設けられており、ｙ－方向に脚部を有し、脚部を介してｚ＋
方向に所定の距離だけ離間している。係合部２１５と、無線装置１０の係合部１９０とを
係合することで、無線装置１０を固定する。凸部２３０は、略十字の形状を有しており、
凹凸構造により、第１基部２１０の強度を強くする。なお、凸部２３０は他の形状として
も良く、無くても良い。
【００３３】
　第２基部２５０は、連通部２５１と、第１立設部２６０と、第２立設部２７０と、無線
装置固定部２４５と、凸部２８０（「脚部２８０」とも呼ぶ。）と、凹部２９０と、錠係
合部２６５と、を備える。連通部２５１は、無線装置１０のコネクタに接続されたケーブ
ルを、配線スペース４００に通過させる開口である。上述したように、落下防止用の脱落
防止ワイヤを通すことも可能である。連通部２５１の位置は、ＬＡＮコネクタ１１０の位
置からｙ＋方向にシフトした位置である。
【００３４】
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　第１立設部２６０は、第２基部２５０の無線装置１０にコネクタ側（背面１００ｂｋ）
と反対側（第２基部２５０の背面側）において配線スペース４００とは反対側に立設され
ている。第１立設部２６０の高さは、カバー３００をベース部２００に固定したとき、カ
バー３００の内側に接する高さである。
【００３５】
　第２立設部２７０は、第１立設部２６０と異なる位置において、具体的には、第２基部
２５０の右側面と左側面において、配線スペース４００とは反対側に立設されている。第
２立設部２７０は、基部側レール部２７２と、上部側レール部２７４と、被係合部２７５
とを有する。被係合部２７５は、基部側レール部２７２と、上部側レール部２７４との間
に設けられている。上部側レール部２７４は、基部側レール部２７２よりも短い。被係合
部２７５は、後述するカバー３００の係合部３７５と係合する。この構成により、ｘ－ｚ
＋方向からカバー３００の係合部３７５を受け入れるときに、基部側レール部２７２に沿
って係合部３７５を案内できる。第２立設部２７０の被係合部２７５と、カバー３００の
係合部３７５との係合により、カバー３００を固定すると共に、基部側レール部２７２と
、上部側レール部２７４は、垂直方向（ｚ－方向、ｚ＋方向）の力に対抗する。
【００３６】
　凸部２８０は、配線スペース４００側に突出した脚部であり、その高さは、第１基部２
１０と第２基部２５０との高さの差に等しい、もしくは、連結部２４０のＺ方向の高さに
等しい。凸部２８０は、第２基部２５０が、垂直方向（ｚ－方向）の力により傾かないよ
うにする。凹部２９０は、配線スペース４００側に凹む凹形状を有している。凹部２９０
の深さは、凸部２８０の高さよりも小さい。
【００３７】
　無線装置固定部２４５は、第２基部２５０の連結部２４０側の長手方向のほぼ中央部に
、配線スペース４００と反対側に突出して設けられている。無線装置固定部２４５は、無
線装置１０のネジ穴１７０に対応する位置に、穴２４６を有する。取付用ネジで穴２４６
と無線装置１０のネジ穴１７０とをネジで連結することで、無線装置１０をベース部２０
０に固定し、外れにくくできる。例えば、地震が発生したときにベース部２００から無線
装置１０が外れて落下することを抑制できる。また、カバー３００を外さなければ、無線
装置１０をベース部２００から外すことができないので、無線装置１０を盗まれ難くでき
る。なお、本実施形態では、無線装置１０は、取付用ネジ部としてネジ穴１７０を有する
が、ネジ穴１７０の代わりに、雄ネジ構造の取付用ネジ部を有していてもよい。この場合
、雄ネジ構造のネジ部が穴２４６を貫通し、取付用ネジ部をナットで止めることで、無線
装置１０とベース部２００とを固定できる。すなわち、無線装置１０は、背面１１０ｂｋ
に、固定用のネジ部を備え、第２基部２５０は、無線装置固定部２４５を有し、ネジ部に
螺合する取付用ネジとネジ部のいずれか一方が無線装置固定部２４５を貫通し、ネジ部に
螺合した取付用ネジにより、無線装置１０の背面に固定されてもよい。錠係合部２６５は
、錠に適合する鍵の操作により、カバー３００に設けられる錠の係合部（図示せず）と結
合する。
【００３８】
［カバー３００の構成］
　図８は、カバー３００の斜視図である。図９は、カバー３００の底面図である。図１０
は、カバー３００の正面図である。カバー３００は、ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－ブ
タジエン－スチレン共重合樹脂）とＰＣ樹脂（ポリカーボネート樹脂）の混合樹脂で形成
されている。この混合樹脂は、強度が大きく、破壊されにくい。カバー３００は、略直方
体形状を有し、正面と底面は、開口している。カバー３００をベース部２００に取り付け
たときには、カバー３００の正面は、無線装置１０の背面１００ｂｋと接触し、底面は、
ベース部２００の第２基部２５０と接触するので、カバー３００の内部は、ベース部２０
０の連通部２５１を除いて、無線装置１０、ベース部２００、カバー３００によって塞が
れる。なお、ベース部２００の第２基部２５０の配線スペース４００側には、被取付部５
０が存在するので、連通部２５１を介したカバー３００の内部へのアクセスを難しくして
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いる。
【００３９】
　カバー３００は、上面３００ｔｐの内側に挟持部３６０を備え、２つの側面３００ｒｓ
、３００ｌｓの内側に係合部３７５を備え、背面３００ｂｋに錠用開口部３６５を備える
。係合部３７５は、ｙ方向を軸とするベアリング構造を有している。カバー３００が取り
付けられるときに、係合部３７５は、基部側レール部２７２に沿って移動する。このとき
、係合部３７５は、回転するので、滑らかなカバー３００の取り付け、取り外しが可能と
なる。またベアリングを設けることで強度と耐久性を向上できる。錠用開口部３６５には
、錠が設置される。錠は、ベース部２００の錠係合部２６５と係合できる形状を有する錠
であれば特に限定されず、例えば、ディンプル錠、ＡＣＥ錠、シリンダー錠等が使用可能
である。なお、これらの錠は一例であり、他の錠を除外するものではない。
【００４０】
　図１１は、カバー３００の挟持部３６０を通るｘｚ断面の一部を示す説明図である。挟
持部３６０は、カバー３００の上面３００ｔｐの内側に、背面３００ｂｋの内側との間に
隙間を空けて設けられている。挟持部３６０と背面３００ｂｋの内側との隙間の大きさは
、第１立設部２６０の厚さとほぼ等しい。そのため、カバー３００をベース部２００に取
り付けたときに、背面３００ｂｋと挟持部３６０が第１立設部２６０を挟む。その結果、
カバー３００がｘ方向に移動する力を受けても、その力に対抗できる。
【００４１】
［取り付け］
　図１２は、ベース部２００に無線装置１０を取り付けた状態を示す説明図である。被取
付部５０にベース部２００の第１基部２１０が取り付けられ、第１基部２１０のｚ＋方向
に無線装置１０が配置、固定されている。無線装置の背面１００ｂｋ側に第２基部２５０
が設けられており、第２基部２５０は、凸部２８０により支えられて、被取付部５０から
離間している。第２基部２５０と被取付部５０との間には、配線スペース４００が形成さ
れている。配線スペース４００には、配線カバー４０により覆われたＬＡＮケーブル６０
が通っている。
【００４２】
　図１３は、ＬＡＮケーブル６０のＬＡＮコネクタ６５を無線装置１０のＬＡＮコネクタ
１１０に接続した状態を示すｚ＋方向から見た概略図である。図１４は、図１３の１４－
１４断面を模式的に示す説明図である。なお、図１４では、見づらくなるため、断面にハ
ッチングを付与していない。この図では、第２立設部２７０の図示を省略している。ベー
ス部２００の第２基部２５０の連通部２５１のｙ方向の位置は、無線装置１０のＬＡＮコ
ネクタ１１０のｙ方向の位置よりもｙ＋方向にずれている。そのため、ＬＡＮケーブル６
０は、配線スペース４００中で配線カバー４０から出ると、ｙ＋方向に伸び、連通部２５
１を通って、第２基部２５０のｚ＋方向に伸びる。そして、ＬＡＮコネクタ１１０方向（
ｙ－方向）に折れ曲がり、ＬＡＮケーブル６０の先端のＬＡＮコネクタ６５は、無線装置
１０のＬＡＮコネクタ１１０に接続されている。ＬＡＮコネクタ６５のロック解除ツメ６
６は、第２基部２５０側に位置している。
【００４３】
　図１５は、無線装置１０とベース部２００にカバー３００を取り付ける様子を示す説明
図である。図１５では、配線カバー４０やＬＡＮケーブル６０は、図が複雑になるため、
図示を省略している。また、カバー３００の背面３００ｂｋには、錠３６７が取り付けら
れている。
【００４４】
　カバーは、図の矢印のように移動される。すなわち、カバー３００は、先ず、カバー３
００の背面３００ｂｋ側がｚ＋方向に少し持ち上げられた状態で無線装置１０の背面１０
０ｂｋに向けて移動され、その後、カバー３００の係合部３７５（図８等）が第２立設部
２７０（図５）の基部側レール部２７２に接すると、カバー３００は、図面上の反時計回
りに回されながら、ｘ＋方向に移動される。
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【００４５】
　図１６は、カバー３００を取り付けたときの状態を透過して示す説明図である。図１５
と同様に、配線カバー４０やＬＡＮケーブル６０は、図が複雑になるため、図示を省略し
ている。また、錠３６７の係合部も図示を省略している。カバー３００の背面３００ｂｋ
の内面と挟持部３６０との間に第１立設部２６０が挟持され、第２立設部２７０の被係合
部２７５に、カバー３００の係合部３７５が嵌合していることがわかる。
【００４６】
［効果］
　以上、本実施形態によれば、保護装置２０は、無線装置１０のコネクタの部位と配線ス
ペース４００とを区画する第２基部２５０と、区画されたコネクタ側と配線スペース４０
０側とを連通する連通部２５１とを備える。その結果、カバー３００を外さないと、ＬＡ
Ｎケーブル６０やそのＬＡＮコネクタ６５にアクセスできないので、いたずらが防止し易
い。配線スペース４００のＬＡＮケーブル６０は、カバー３００で覆われて隠されて外部
より視認し難いので、ＬＡＮケーブル６０の取り回しや始末をすっきりできる。
【００４７】
　また、本実施形態によれば、第２基部２５０のコネクタ側と反対側において配線スペー
ス４００とは反対側に立設された第１立設部２６０を備える。第１立設部２６０の高さは
、カバー３００をベース部２００に固定したとき、カバー３００の内側に接する高さであ
るので、第１立設部２６０の方向（ｚ方向）の力に対抗できる。また、第１立設部２６０
は、背面３００ｂｋと挟持部３６０により挟まれるので、カバー３００がｘ方向に移動す
る力を受けても、その力に対抗できる。なお、第１立設部２６０は無くても良い。
【００４８】
　本実施形態によれば、ＬＡＮコネクタ１１０の位置と対応しない位置に連通部２５１を
設けており、ＬＡＮコネクタ１１０のｘ－方向には、連通部２５１が存在しない。その結
果、連通部２５１から指や針金を挿入して、ＬＡＮコネクタ（雄型）にアクセスし難くで
きる。また、ＬＡＮケーブルをＬＡＮコネクタ１１０から外すなどのいたずらを抑制でき
る。
【００４９】
　本実施形態によれば、カバー３００内側の係合部３７５と係合する被係合部２７５を有
する第２立設部２７０を備えるので、カバー３００を固定できるとともに、垂直方向の力
に対抗できる。第２立設部２７０は無くても良い。
【００５０】
　本実施形態によれば、カバー３００は、錠３６７を備えるので、錠に適合する鍵の操作
が無ければ、カバー３００を外せなくできる。従って、セキュリティを高めることができ
る。なお、錠３６７は無くても良い。
【００５１】
　本実施形態によれば、無線装置１０は、背面１００ｂｋにネジ穴１７０を備え、第２基
部２５０は、無線装置固定部２４５を備えるので、取付用ネジで無線装置１０をベース部
２００に固定できる。また、カバー３００を外さなければ、無線装置１０をベース部２０
０から取り外せないので、セキュリティを高めることができる。なお、ネジ穴１７０の代
わりに雄ネジであってもよく、ネジ穴１７０に挿入される取付用ネジは、落下防止用のネ
ジと共用しても良い。ネジ穴１７０は、無くても良い。
【００５２】
　本実施形態によれば、無線装置１０は、コネクタが設けられた側面（背面１００ｂｋ）
と背面に接する少なくとも一つの側面（右側面１００ｒｓまたは左側面１００ｌｓ）との
連接部が、二つの側面（例えば背面１００ｂｋと右側面１００ｒｓ）からの各接線より内
側に凹んだ形状をしており、カバー３００は、無線装置１０の凹んだ形状に対応して突出
した形状を備えている。その結果、背面１００ｂｋに沿った方向にカバー３００が移動さ
れようとしても、無線装置１０の凹んだ形状と、カバー３００の側面（右側面３００ｒｓ
あるいは左側面３００ｌｓ）の突出した形状により、カバー３００が無線装置１０の背面
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１００ｂｋに沿った方向（ｙ方向）へ移動することを規制できる。なお、カバー３００は
、無線装置１０の背面１００ｂｋの幅よりも広く、カバー３００の幅方向端部が無線装置
１０側に突出した突出部を形成し、カバー３００をベース部２００に固定したとき、その
突出部が、コネクタが設けられた背面１００ｂｋの面に沿った方向の動きを規制してもよ
い。また、このような形状を採用することで、無線装置１０とカバー３００との間の隙間
を抑制できる。その結果、ケーブルとコネクタの接続の保護及びデザイン面で優れている
。無線装置１０やカバーは、上述した外形を有していなくても良い。
【００５３】
　本実施形態によれば、凸部２８０を備えるので、第２基部２５０を傾かないようにでき
るとともに、配線スペース４００を確保できる。凸部２８０は無くても良い。
【００５４】
　本実施形態によれば、ベース部２００の第２基部２５０は、無線装置１０のＬＡＮコネ
クタ１１０に対応する位置に凹部２９０を備えている。一般に、ＬＡＮケーブルのコネク
タには、ＲＪ－４５コネクタが用いられる。雄型のＲＪ－４５コネクタは、雄型コネクタ
を雌型コネクタ（ＬＡＮコネクタ１１０）から外すためのロック解除ツメ６６を有してい
る。すなわち、このロック解除ツメ６６を指などで押すことで、雄型のコネクタをＬＡＮ
コネクタ１１０から外すことができる。ここで、ＬＡＮケーブルを外されるなどのいたず
らから防止するためには、ロック解除ツメ６６が押されにくい第２基部２５０側にロック
解除ツメ６６を配置することが好ましい。しかし、ＬＡＮコネクタ１１０と第２基部２５
０との間隔が狭いと、指等を挿入しにくい。凹部２９０は、ロック解除ツメ６６を指など
で押すときに、指等を挿入するスペースを形成する。これにより、カバー３００が外され
ている場合には、ロック解除ツメ６６を押してＬＡＮケーブルを容易に外すことができる
。一方、カバー３００が被せられている場合には、カバー３００により指等の凹部２９０
への挿入を抑制できるのでいたずらを防止できる。逆に言えば、凹部２９０を設けること
で、ロック解除ツメ６６を第２基部２５０側に配置する構成が可能となり、いたずらされ
難くできる。なお、凹部２９０は無くても良い。
【００５５】
　なお、本実施形態では、無線装置固定部２４５は、第２基部２５０の正面側の端部に接
しているため、便宜上、第２基部２５０の部材であるとして説明した。しかし、無線装置
固定部２４５が、第１基部２１０あるいは、連結部２４０の部材と考えることも可能であ
る。
【００５６】
　変形例：
　上記実施形態では、ベース部２００が、第１基部２１０と第２基部２５０とを一体に備
え、第１基部２１０が、無線装置１０の底面に配置される構成であったが、ベース部材の
第１基部２１０と第２基部２５０とを分離しても良い。例えば、無線装置１０を第１基部
２１０に対応する部材に固定し、第２基部２５０を該部材または、無線装置１０の背面１
００ｂｋに固定する構成であってもよい。このような構成を採用すると、カバー３００の
取り付けの有無によらず、ベース部２００のうちの第１基部２１０に対応する部材を２種
類用意する必要がない。なお、ベース部２００を該部材または、無線装置１０の背面１０
０ｂｋに固定する場合には、複数の固定箇所で固定することが好ましい。この複数の固定
箇所は、幅方向（ｙ方向）の両端部に設けられることが好ましい。ベース部２００が安定
する。また、第１基部２１０に対応する部材が無線装置固定部２４５を有し、無線装置固
定部２４５の位置は、複数の固定箇所のうちの１つと重なっていてもよい。１つの取付用
ネジを、無線装置１０と第１基部２１０に対応する部材とを固定することに加え、ベース
部２００を固定することに利用できる。
【００５７】
　本発明は、上述の実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲におい
て種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技
術的特徴に対応する実施形態の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するため
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に、或いは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わ
せを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明
されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【００５８】
　　１０…無線装置
　　２０…保護装置
　　４０…配線カバー
　　５０…被取付部
　　６０…ＬＡＮケーブル
　　６５…ＬＡＮコネクタ
　　６６…ロック解除ツメ
　　１００ｂｋ…背面
　　１００ｂｔ…底面
　　１００ｆｔ…正面
　　１００ｌｓ…左側面
　　１００ｒｓ…右側面
　　１００ｔｐ…上面
　　１１０…ＬＡＮコネクタ
　　１２０…メンテナンスコネクタ
　　１３０…コンソールコネクタ
　　１４０…ＵＳＢコネクタ
　　１５０…電源コネクタ
　　１６０…電源スイッチ
　　１７０…ネジ穴
　　１８０…アンテナ端子
　　１９０…係合部
　　２００…ベース部
　　２１０…第１基部
　　２１５…係合部
　　２２０…ネジ穴
　　２２５…係合穴
　　２３０…凸部
　　２４０…連結部
　　２４５…無線装置固定部
　　２４６…穴
　　２５０…第２基部
　　２５１…連通部
　　２６０…第１立設部
　　２６５…錠係合部
　　２７０…第２立設部
　　２７２…基部側レール部
　　２７４…上部側レール部
　　２７５…被係合部
　　２８０…凸部
　　２９０…凹部
　　３００…カバー
　　３００ｂｋ…背面
　　３００ｌｓ…左側面
　　３００ｒｓ…右側面
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　　３００ｔｐ…上面
　　３６０…挟持部
　　３６５…錠用開口部
　　３６７…錠
　　３７５…係合部
　　４００…配線スペース
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【図３】

【図４】
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